
     安全・安心な国民生活実現のため国土交通省の出先機関の 
     存続を求める意見書 
 政府は地域戦略会議において、出先機関の原則廃止について検討を進めてお 
り、野田総理大臣は、年内には広域連合への移譲に向けた課題の克服にめどを 
つけるため、今年の通常国会に法案を提出したいとしております。 
 東日本大震災に見舞われ、懸命に復旧復興に取り組んでいる被災地では、震 
災前に策定されたアクションプランに基づく拙速な論議に大変な懸念を抱いて 
おります。 
 東日本大震災では、国の出先機関が全国規模で人員、物資、資機材を手配し、 
専門的な知識、技術力と権限を行使して迅速な対応を行い、被災地にとっては 
大変心強い存在でありました。 
 東松島市においても、全国の地方整備局から、資機材と共に職員の派遣を受 
け復旧・復興に当たって頂きました。 
 本市には、一級河川鳴瀬川、一般国道４５号及び三陸自動車道があり、日常 
的に良好な維持管理の実施と共に災害時には迅速に対応して頂いており、地方 
における安全・安心の確保のためには国の出先機関は必要不可欠な存在となっ 
ております。 
 アクションプランによって検討され、国の出先機関にかわる受け皿とされて 
いる広域連合などの組織が、どのような権限と責任で、国の出先機関が果たし 
ている現在の役割を、安定的に果たし得るのか甚だ疑問であります。 
 よって、国の出先機関のあり方を検討するに当たっては、今回の東日本大震 
災をはじめ、これまでの大規模災害において国の出先機関が果たした役割を十 
分に検証した上で、国民生活の安全・安心の確保と東日本大震災の早期復興を 
願う観点から、直轄で整備、維持管理をしている河川や道路事業は引き続き国 
の責任で執行すると共に、国土交通省出先機関の地方移管は行わないよう強く 
要望いたします。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 
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